
食品安全行政を取り巻く状況の変化 各省との連携 

 私たちは「食」を一日も欠かすことができません。しかし、私たちが口にする食品には豊かな
栄養成分とともに、わずかながら健康に悪影響を与える要因（危害要因といいます）が含まれて
おり、どんな食品でも食べれば何らかのリスクがあります。ですから、食の安全に「絶対」はあ
りません。このため、食品を食べることによって現実に起きてしまう悪影響の程度と発生の確率（こ
れをリスク*1といいます）を科学的に評価し、それに基づき悪影響をできるだけ低く抑えることが必
要です。 
 近年、我が国は海外から非常に多くの食料を輸入するようになりました。また、牛海綿状脳症（BSE）
や腸管出血性大腸菌O157といった新たな危害要因が現れたり、遺伝子組換え技術が食品開発へ
利用されたりするなど、食生活を取り巻く状況も大きく変化しました。さらに、食の安全を脅か
し国民の信頼感を揺るがすような事件が相次いで起こりました。 
 こうした情勢の変化と国民の声に的確に応えるために、平成15年に食品安全基本法（巻末に掲
載されています）が制定され、食品の安全性を確保するための新たな行政を展開していくことに
なりました。この法律では、国民の健康の保護が最も重要であることを基本理念として定め、国、
地方公共団体、食品の生産から販売までの事業者（加工、卸売、小売など）の責務や消費者の役
割を明らかにするとともに、『リスク分析』*2 という新しい手法により、食品の安全性の確保を総
合的に推進することとしています。 

 この食品安全基本法に従って、食品の安全性確保のための規制や指導を行うリスク管理機関（厚
生労働省や農林水産省など）から独立して、科学的知見に基づく客観的かつ中立公正なリスク評
価を実施することを目的として、平成15年7月1日に内閣府に食品安全委員会が設置されました。 

*1リスク：食品中に存在する危害要因によって、健康への悪影響が起きる可能性とその程度 
*2リスク分析：どんな食品にもリスクがあるという前提で、リスクを科学的に評価し、適切な管理をすべきとの考え方 

食品安全委員会の設立 

国民の食生活を取り巻く状況の変化 
・食品流通の広域化・国際化（食品の輸入） 
・新たな危害要因の出現（O157、プリオンなど） 
・新たな技術の開発（遺伝子組換えなど） 
・汚染物質などを分析する技術の向上 等 

食の安全を脅かす事件の発生 
・牛海綿状脳症（BSE）の発生 
・輸入野菜の残留農薬問題 
・国内における無登録農薬の使用 等 

食の安全に関する新しい考え方  
・食品の生産から消費までの各段階での安全性の確保 
・食の安全には「絶対」はなく、リスクの存在を前提に評価を行い、 
 適切にコントロールするという考え方（リスク分析）が一般化 
→海外でのリスク評価機関の設立 
  仏食品衛生安全庁（AFSSA） 1999年 
  欧州食品安全機関（EFSA） 2002年 
  独連邦リスク評価研究所（BfR） 2002年 
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リスクコミュニケーション  

消 費 者・事 業 者 等  

食品安全担当大臣 

内 閣 府  

●添加物の指定、農薬等の残留基準や食品加工、
製造基準等の策定  
●食品の製造、流通、販売等に係る監視、指導を通
じた食品の安全性確保  
●リスクコミュニケーションの実施 

●生産資材の安全性確保や規制等  
●農林水産物の生産、流通及び消費の改善活動を
通じた安全性確保  
●リスクコミュニケーションの実施 

ー食品衛生に関するリスク管理ー ー農林水産物等に関するリスク管理ー 

食 品 安 全 委 員 会  
●リスク評価（食品健康影響評価） 
●リスクコミュニケーションの実施 
●緊急の事態への対応 
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情報収集 
・交換 諸外国・国際機関等 

その他関係行政機関 

農 林 水 産 省  厚 生 労 働 省  

リスク*1とリスク分析*2

リスク評価 
（食品安全委員会） 

食品中の危害物質摂取による 

関係者とのリスク情報の共有・意見の交換 
（意見交換会、パブリックコメント） 

リスク評価の実施 

科学的知見 

リスク管理 

リスクコミュニケーション 

リスク分析の3つの要素 

（厚生労働省、農林水産省など） 
リスク評価結果に基づき 

使用基準・残留基準等を決定 

国民感情 
費用対効果 
技術的可能性 
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